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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　メモリに格納された仕訳記入にアクセスするためのルーチンと、
　該アクセスされた仕訳記入に基づき、第１の帳簿セットおよび第２の帳簿セットに対す
る仕訳記入を作成する自動仕訳記入作成ルーチンと、
を含むコンピュータ化管理システムであって、
　該第１の帳簿セットに対する該仕訳記入は、第１の報告基準に従い、該第２の帳簿セッ
トに対する該仕訳記入は、異なる第２の報告基準に従う、
コンピュータ化管理システム。
　　【請求項２】　前記仕訳記入作成ルーチンが、前記アクセスされた仕訳記入に基づい
て第３の帳簿セットに対する仕訳記入も作成し、
　該第３の帳簿セットに対する該仕訳記入が、前記第１および第２の報告基準の間の差異
に起因する調整を含む、
請求項１に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項３】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、前記第１の報告基準に従い
、前記仕訳記入作成ルーチンが変換ルーチンを含み、該メモリ内に格納 された該仕訳記
入を、該第１の報告基準への適合から前記第２の報告基準への適合に変換する、請求項１
に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項４】　前記変換ルーチンが、一つ以上の所定の評価基準に基づいて前記メモ
リ内に格納される仕訳記入を選択する、請求項３に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項５】　前記所定の評価基準が、リスク種別、ポートフォリオ種別、および勘
定から成る群から選択される、請求項４に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項６】　前記第１の報告基準が、米国の一般に認められた会計原則であり、前
記第２の報告基準が日本の一般に認められた会計原則である、請求項１に記載のコンピュ
ータ化管理システム。
　　【請求項７】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、売渡に掛けられているロー
ンに対する記入を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項８】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、トレーディングに掛けられ
ているローンに対する記入を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
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　　【請求項９】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、不履行ローンに対する記入
を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項１０】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、前払いローン手数料に対
する記入を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項１１】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、ローン実行・取組に係る
直接費用に対する記入を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項１２】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、偶発債務に対する記入を
含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項１３】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、ローンのプレミアム／割
引の提示に対する記入を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項１４】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、貸倒に対する引当金の提
示に対する記入を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項１５】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、ローンの差引勘定に対す
る記入を含む、請求項６に記載のコンピュータ化管理システム。
　　【請求項１６】　以前に格納された仕訳記入にアクセスするステップと、
　該アクセスされた仕訳記入に基づき、第１の帳簿セットおよび第２の帳簿セットに対す
る仕訳記入を作成するステップと、
を含む、コンピュータにより、またはコンピュータの支援により実行される管理方法であ
って、
　該第１の帳簿セットに対する該仕訳記入は、第１の報告基準に従い、該第２の帳簿セッ
トに対する該仕訳記入は、異なる第２の報告基準に従う、
方法。
　　【請求項１７】　前記メモリ内に格納された仕訳記入に基づいて第３の帳簿セットに
対する仕訳記入を作成するステップをさらに含み、
　該第３の帳簿セットに対する該仕訳記入が、該第１および第２の報告基準の間の差異か
ら起こる調整を含む、
請求項１６に記載の方法。
　　【請求項１８】　前記第１の報告基準が米国の一般に認められた会計原則であり、前
記第２の報告基準が日本の一般に認められた会計原則である、請求項１６に記載の方法。
　　【請求項１９】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、売渡に掛けられているロ
ーンに対する記入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２０】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、トレーディングに掛けら
れているローンに対する記入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２１】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、不履行ローンに対する記
入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２２】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、前払いローン手数料に対
する記入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２３】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、ローン実行・取組に係る
直接費用に対する記入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２４】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、偶発債務に対する記入を
含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２５】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、ローンのプレミアム／割
引の提示に対する記入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２６】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、貸倒に対する引当金の提
示に対する記入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２７】　前記メモリに格納される前記仕訳記入が、ローンの差引勘定に対す
る記入を含む、請求項１８に記載の方法。
　　【請求項２８】　コンピュータ実行可能命令を有し、請求項１６に記載のステップを
実行する、コンピュータ読み取り可能媒体。
　　【請求項２９】　コンピュータ実行可能命令を有し、請求項１７に記載のステップを
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実行する、コンピュータ読み取り可能媒体。
　　【請求項３０】　仕訳記入を第１の報告基準から該第１の報告基準とは異なる第２の
報告基準に変換するためのコンピュータ化変換システムであって、該コンピュータ化変換
システムは、
　該第１の報告基準に適合した仕訳記入のソースであって、各仕訳記入は、該仕訳記入を
分類するための分類情報を含んでいる、ソースと、
　該仕訳記入のソースからの仕訳記入に基づいて第１の帳簿セットに対する仕訳記入を生
成する変換エンジンであって、該第１の帳簿セットに対する仕訳記入は、該第２の報告基
準に適合する、変換エンジンと
　を含み、
　該変換エンジンは、
　仕訳記入を該第１の報告基準から該第２の報告基準に変換するための変換規則を格納す
る一つ以上の規則テーブルを含んでいる規則データベースと、
　該仕訳記入のソースから仕訳記入を受け取る手段と、
　該規則データベースに格納された該変換規則のいずれかが、該受け取られた仕訳記入の
該分類情報に依存して該受け取られた仕訳記入に適用可能であるかどうかを決定し、適用
可能である場合に、該適用可能である変換規則を該受け取られた仕訳記入に適用し、それ
により、該仕訳記入を該第１の報告基準から該第２の報告基準に変換する手段と、
　第２の帳簿セットに対する仕訳記入を生成する手段であって、該第２の帳簿セットに対
する仕訳記入は、該仕訳記入の該第１の報告基準から該第２の報告基準への変換の結果生
じた調整を反映する、手段と
　を含む、コンピュータ化変換システム。
　　【請求項３１】　仕訳記入を第１の報告基準から該第１の報告基準とは異なる第２の
報告基準に変換するための方法であって、該方法は、
　該第１の報告基準に適合した仕訳記入のソースにアクセスするステップであって、各仕
訳記入は、該仕訳記入を分類するための分類情報を含んでいる、ステップと、
　該仕訳記入のソースからの仕訳記入に基づいて第１の帳簿セットに対する仕訳記入を生
成するステップであって、該第１の帳簿セットに対する仕訳記入は、該第２の報告基準に
適合する、ステップと
　を含み、
　該生成するステップは、
　該仕訳記入のソースから仕訳記入を受け取るステップと、
　仕訳記入を該第１の報告基準から該第２の報告基準に変換するための変換規則を格納す
る一つ以上の規則テーブルを含んでいる規則データベースにアクセスするステップと、
　該規則データベースに格納された該変換規則のいずれかが、該受け取られた仕訳記入の
該分類情報に依存して該受け取られた仕訳記入に適用可能であるかどうかを決定し、適用
可能である場合に、該適用可能である変換規則を該受け取られた仕訳記入に適用し、それ
により、該仕訳記入を該第１の報告基準から該第２の報告基準に変換するステップと、
　第２の帳簿セットに対する仕訳記入を生成するステップであって、該第２の帳簿セット
に対する仕訳記入は、該仕訳記入の該第１の報告基準から該第２の報告基準への変換の結
果生じた調整を反映する、ステップと
　を含む、方法。
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